
 
 
 
 
 
 
 

議案第 148 号 

新居浜都市計画下水道の変更案について 

（新居浜市決定） 



新 居 浜 都 市 計 画 下 水 道 の 変 更 （ 新 居 浜 市 決 定 ）  

新 居 浜 都 市 計 画 下 水 道 新 居 浜 公 共 下 水 道 「２．排 水 区 域 」及 び「３.下 水 管 渠 」中 川 西 汚 水 幹 線 を次 のように変 更 する。 

新 居 浜 都 市 計 画 下 水 道 新 居 浜 公 共 下 水 道 「３.下 水 管 渠 」中 庄 内 汚 水 幹 線 及 び川 東 汚 水 幹 線 を廃 止 する。 

 

２．排水区域 

    「排水区域は総括図表示のとおり」   

      （備考）  面積 約 2,576 ha(うち処理区域 約 2,576 ha） 

 

３.下水管渠 

 汚水管渠 

内 訳 
位  置 備 考 

起 点 終 点  

川西汚水幹線 新居浜市菊本町二丁目 新居浜市港町 管径又は幅員2.30～1.65m，延長約1,860m 

吐口及びこれに 

接続する放流管渠  
新居浜市菊本町二丁目地先  新居浜市菊本町二丁目  管径又は幅員2.0m，延長約350m 
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理   由   書 

本市の公共下水道は、昭和 35 年に旧都市計画法に基づく当初決定を行い、事業着手した。平成 29 年に排水

区域を約 2,538ha として事業を進め、令和 4 年度までに約 2,102ha の整備が完了しており、下水道による汚

水処理人口は 74,261 人となった。 

これまでは用途地域における整備を優先して進めつつ、市街地動向を見据えながら段階的に排水区域を拡

張してきたが、今後は上位計画である都市計画マスタープランに掲げるコンパクトなまちづくりを推進する

方針と整合を図り、社会情勢や整備における時間軸等を考慮し優先度の高い区域を限定して整備を進めてい

く必要がある。 

今回の変更箇所である新居浜駅南地区（坂井町三丁目）は、立地適正化計画において居住誘導区域に位置付

けられており、都市拠点としての整備を推進する。美しが丘地区（東田三丁目）は、居住誘導区域に隣接し、

既に公共下水道に接続された大規模な住宅地や商用施設で構成される良好な開発区域であり、施設の適切な

維持管理を行う。 

上記理由により、この 2 地区の約 38ha を雨水及び汚水排水区域に追加し、面積を約 2,576ha に変更しよう

とするものである。 
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廃止する管渠

（図面上の表示を削除）

新居浜駅南地区
(10ha) 美しが丘地区

(28ha)
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排水区域に追加する地区

※下水排除面積が1,000ha以上の管渠のみ
図面に表示する必要があるが、R4年度に
実施した全体計画区域の縮小に伴い、下
水排除面積が1,000haより小さくなった
管渠を図面から削除するもの。



新居浜駅南地区（10ha）

美しが丘地区（28ha）

新居浜市都市計画図（排水区域変更箇所）
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